
基準負担
課税世帯

第１段階　世帯全員
非課税で老齢福祉
年金、生活保護

第２段階　世帯全員
非課税で課税年金
など収入80万円以下

第３段階　世帯全
員非課税で第二段
階以外の方

１，３８０円(4.2万円) ３００円(0.9万円) ３９０円(1.2万円) ６５０円(2.0万円)
３２０円(1.0万円) ０円(　0万円) ３２０円(1.0万円) ３２０円(1.0万円)

特養等 １，１５０円(3.5万円) ３２０円(1.0万円) ４２０円(1.3万円) ８２０円(2.5万円 )
老健・療養等 １，６４０円(5.0万円) ４９０円(1.5万円) ４９０円(1.5万円) １，３１０円(4.0万円)

１，６４０円(5.0万円) ４９０円(1.5万円) ４９０円(1.5万円) １，３１０円(4.0万円)
１，９７０円(6.0万円) ８２０円(2.5万円) ８２０円(2.5万円) １，３１０円(4.0万円)

介護施設の負担限度額

※負担額は、日額（月額）で表示しています

居
住
費

従来型
個室

多床室

ユニット型準個室
ユニット型個室

食費
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区政報告
ニュース

先
日
あ
る
方
か
ら
、
「
介
護
保

険
負
担
限
度
額
認
定
更
新
申
請
の

お
知
ら
せ
」
が
区
役
所
か
ら
届
い

た
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

見
る
と
特
養
ホ
ー
ム
等
の
居
住

費
や
食
費
の
負
担
に
つ
い
て
利
用

者
本
人
の
所
得
を
基
準
に
し
た
段

階
を
設
け
、
そ
の
段
階
ご
と
に
金

額
を
設
定
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
貯
金
や
有
価
証
券
な

ど
本
人
１
０
０
０
万
円
以
上
、
夫

婦
２
０
０
０
万
円
以
上
に
な
る
と

こ
の
負
担
軽
減
措
置
の
対
象
外
に

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
の
資
産
調
査
で
す
。
預
金
通
帳

の
入
出
金
明
細
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー

な
ど
の
提
示
を
求
め
て
い
ま
す
。

本
人
の
所
得
が
第
２
段
階
で
ユ

ニ
ッ
ト
型
個
室
入
居
の
場
合
、
負

担
軽
減
（
補

足
給
付
）
が

受
け
ら
れ
な

い
と
一
日
あ

た
り
の
居
住
費
は
８
２
０
円
か
ら

１
９
７
０
円
へ
、
食
費
は
３
９
０

円
か
ら
１
３
８
０
円
に
引
き
上
が

り
月
に
6
万
４
２
０
０
円
も
負
担

が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
同
じ
８
月
か
ら
所
得
１
６

０
万
円
以
上
（
年
金
収
入
２
８
０

万
円
以
上
）
の
方
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
自
己
負
担
が
現
在
の
１
割
か

ら
２
割
に
な
り
ま
す
。

い
ま
で
も
年
金
削
減
や
医
療
費

の
負
担
増
な
ど
高
齢
者
の
く
ら
し

は
、
大
変
で
す
。
ま
た
預
貯
金
や

有
価
証
券
な
ど
資
産
調
査
ま
で
行

う
こ
と
で
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ

る
の
か
心
配
で
す
。
（
裏
へ
）

横山幸次区議のホームペー

ジ・ブログ・ツイッター

をご覧下さい。横山幸次

で検索して下さい。

裏面 区議会共産党代表質

問要綱、マイナンバーなど

７月６日(月)
午後６時～８時

横山区議事務所

弁護士と横山区議が相談をお受けし

ます。秘密は厳守します。お急ぎの場

合は、北千住法律事務所の相談日など

ご紹介します。

生活相談は、随時受け付けています。

TEL&FAX ３８９５－０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。

区役所控室 ３８０２－４６２７

尾
久
の
原
公
園
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

対
策
工
事
は
、
現
在
正
面
広
場
の
盛

り
土
工
事
（
写
真
上
）
、
そ
ば
で
は

ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ
池
の
工
事
（
写
真
下
）

と
進
ん
で
い
ま
す
。
盛
り
土
の
方
は
、

樹
木
を
保
全
す
る
た
め
の
対
策
も
行

い
つ
つ
な
の
で
や
は
り
大
変
そ
う
で

す
。
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ
池
は
、
ほ
ぼ
そ

の
姿
を
現
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
全

面
開
放
は
、
や
は
り
今
年
の
12
月
ま

で
か
か
る
よ
う
で
す
。
今
年
は
無
理

で
も
、
来
年
の
夏
に
は
、
子
ど
も
達

が
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ
池
で
は
し
ゃ
ぐ
い

つ
も
な
が
ら
の
光
景
が
見
ら
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

横
山
幸
次



特
養
ホ
ー
ム
な
ど
介
護
施
設
入
所

者
の
資
産
を
調
査
し
、
そ
の
コ
ピ
ー

を
自
治
体
が
保
管
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
個
人
情
報
保
護
は
、
本
当

に
大
丈
夫
な
の
で
し
ょ
う
か
。

家
族
の
い
な
い
高
齢
者
や
認
知
症

の
方
、
遠
隔
地
の
施
設
の
方
な
ど
事

業
者
が
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー

ス
も
あ
り
、
適
切
な
資
産
管
理
を
行

う
公
的
な
仕
組
が
必
要
で
し
ょ
う
。

ま
た
年
金
の
情
報
流
出
に
不
安
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
と
い
う
国
民
総
背
番
号
制
度
も

計
画
さ
れ
、
今
回
の
資
産
情
報
も
こ

れ
に
記
録
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で

す
。
政
府
は
、
国
民
の
情
報
を
一
元

的
に
管
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
社
会
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
で

も
、
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
及
び
デ
ジ
タ
ル
基
盤

の
利
活
用
」
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、

10
月
か
ら
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と

の
リ
ン
ク
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
将
来
、
保
険
料

の
支
払
い
や
資
産
状
況
と
も
リ
ン
ク

さ
せ
医
療
や
介
護
保
険
の
利
用
制
限

や
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
課
す
こ
と
も
可

能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

情
報
漏
洩
の
危
険
と
あ
わ
せ
て
、

介
護
給
付
抑
制
に
も
つ
な
が
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。
真
に
人
間
的
な
老

後
を
社
会
全
体
で
ど
う
保
障
し
て
い

く
の
か
、
大
き
く
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

１、区民の生命・財産を守る地方自治体の責務に

かかわって問う
①憲法を区政のすみずみに生かし、区

民の基本的人権、生存権を守る姿勢を

示すこと。

②区長として憲法に反する「戦争法案」

に反対し、アジアにおける草の根からの自治体・民間団体

・個人などの交流と外交努力の必要性を発信することを求

める。

２、社会保障改革プログラムの発動による区民生

活の影響を問う
①介護の社会化の理念が壊され、自立・自助・互助中心に

後退してよいのか問う。

②要支援のヘルパー、デーサービス事業が個人、家庭、地

域のボランテイアなどに委ねる総合事業で機能する保障は

あるか。

③特養ホームの入所制限や在宅介護サービスでも家族介護

が不可欠になっており、介護施設や介護付き住宅などの増

設こそ必要ではないか。

④一定所得者の介護保険利用２割負担と介護施設補足給付

制度に資産要件を加える負担増は過酷ではないか。また、

行き過ぎた全資産調査は、中止すること。

⑤立ち退き、取り壊しなどが増加するなかで、高齢者等の

保証人がないために転宅に 困難が生じている。区の助

成制度の改善や新規事業も検討し支援すること。

⑥生活保護住宅扶助の引き下げによる無理な転宅指導は行

わないこと。

⑦女子医大東医療センターの区内存続へ区民・区議会とと

もに強力に取り組むこと。

３、まち・ひと・しごと創生や地方創生会議など

による実態を無視した「総合戦略」づくり押しつ

けに、毅然とした対応をとること。子どもから高

齢者まで安心して住み続ける荒川 区のビジョン

を明確にして発信すること

４、本格的な、子どもを産み育てられる対策の強

化を
①不妊治療支援に区の独自対策を検討すること。

②厚労省の待機児隠しのカウントをやめ、真の待機児を明

確に示し、保育園・幼稚園・学童保育クラブの必要な配置

を進めること。

③18才まで医療費無料化に。

④学校給食の公会計化と食育として無

償化を検討すること。

５、国民の個人情報を管理するマ

イナンバー制度の中止申し入れを

行うこと

６月22日(月)10～本会議

24日(水)10～本会議

25日(木)10～総務企画、福祉区民

26日(金)10～文教子育、建設環境

７月２日(木)10～本会議

☆共産党の代表質問は、６月２２日（月）

１３時からの予定です。

会期末に向けて、「戦

争法案」廃案へ向けた連

日の抗議行動が組まれて

います。２４日の会期末

には、国会包囲の総行動も計画されています。

声を上げるときです…！

６月２４日（水）
午前１０時～午後５時 国会前座り込み

午後０時１５分～ 国会行動

（戦争させない・９条壊すな！総がかり実行

委員会、国民大運動実行委、中央社保協、安

保中実委）

午後６時３０分～ 国会包囲全国集会

（戦争させない・９条壊すな！総がかり実行

委員会）

６月２２日、本会議で日本共産党区議団を代表して小林

行男区議が行う質問の要綱です。ご意見をお寄せ下さい。

資産の調査対象…「預貯金」・
「株」・「タンス預金」や「金・銀」

も対象。

借入金…マイナス計算できます。

対象外…「生命保険」・「家財」・
「絵画」・「自動車」・「評価額不明

な貴金属や時計」などは除外。

※不動産は今回は調査対象外。

ただし、今後は検討することに。

政府の宣伝ﾁﾗｼ


